
人権相談窓口の御案内

広島法務局では，人権についての困りごと，心配ごとなど，暮らしの中で起

こる様々な問題，いじめ，差別，セクハラ，配偶者やパートナーからの暴力等

の悩み事について，法務局の職員や人権擁護委員が，面談や電話でいつでも相

談を受け付けています。

広島法務局人権擁護部 広島市中区上八丁堀６－３０

広島法務局廿日市支局 廿日市市新宮一丁目１５－４０

広島法務局東広島支局 東広島市西条朝日町９－１１

広 島 法 務 局 呉 支 局 呉市中央三丁目９－１５

広島法務局尾道支局 尾道市古浜町２７－１３

広島法務局福山支局 福山市三吉町一丁目７－２

広島法務局三次支局 三次市三次町１０７４

常 設 相 談 所 平日午前８時３０から

午後５時１５分まで

電 話 相 談

インターネット相談


